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入 札 公 告

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。 本 案 件 は 、

競 争 参 加 資 格 確 認 の た め の 証 明 書 等 （ 以 下 ､｢証 明

書 等 」 と い う ｡)の 提 出 、 入 札 を 電 子 調 達 シ ス テ ム

（ Ｇ Ｅ Ｐ Ｓ ） で 行 う 対 象 案 件 で す 。

令 和 ４ 年 ４ 月 19日

支 出 負 担 行 為 担 当 官

関 東 地 方 整 備 局 長 若 林 伸 幸

◎ 調 達 機 関 番 号 020 ◎所 在 地 番 号 11

１ 調 達 内 容

(1) 品 目 分 類 番 号 19

(2) 調 達 件 名 及 び 数 量

Ｒ ３ 無 人 航 空 機 １ 式 購 入

（ 電 子 調 達 シ ス テ ム 対 象 案 件 ）

マ ル チ ロ ー タ ー 型 無 人 航 空 機 47台

(3) 調 達 件 名 の 特 質 等 入札 説 明 書 に よ る

(4) 納 入 期 限

契 約 締 結 の 翌 日 か ら 令 和 ４ 年 11月 30日 ま で

(5) 納 入 場 所

埼 玉 県 さ い た ま 市 中 央 区 新 都 心 ２ － １
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関 東 地 方 整 備 局

(6) 入 札 方 法 落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書

に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100分の 10に 相

当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未

満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り

捨 て た 金 額 と す る ｡)を も っ て 落 札 価 格 と す る

の で 、 入 札 者 は 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る

課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問

わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 110分 の 100

に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。

原 則 と し て 、 当 該 入 札 の 執 行 に お い て 入 札

執 行 回 数 は ２ 回 を 限 度 と す る 。 な お 、 当 該 入

札 回 数 ま で に 落 札 者 が 決 定 し な い 場 合 は 、 予

算 決 算 及 び 会 計 令 第 99条の ２ の 規 定 に 基 づ く

随 意 契 約 （ 以 下 「 不 落 随 契 」 と い う 。 ） に 移

行 す る 場 合 が あ る 。 そ の 場 合 は 以 下 の と お り

と す る 。

① 不落 随 契 に 伴 う 見 積 依 頼 は 、 ２ 回 目 の 入

札 を 行 っ た 者 に 対 し て 行 う も の と す る 。

② 見積 書 提 出 意 思 の あ る 者 は 、 見 積 書 の 提
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出 を 行 う こ と 。

③ 見積 書 提 出 意 思 の な い 者 は 、 辞 退 届 を 必

ず 提 出 す る こ と 。

な お 、 紙 入 札 方 式 に よ る 入 札 者 は 、 開 札

場 よ り 退 出 す る こ と 。

④ 何ら 意 思 表 示 の な い 者 は 、 見 積 書 提 出 意

思 の な い 者 と み な す 。

(7) 電 子 調 達 シ ス テ ム （ Ｇ Ｅ Ｐ Ｓ ） の 利 用

① 電子 調 達 シ ス テ ム に よ る 入 札 参 加 を 希 望

す る 場 合 は 、 電 子 認 証 （ Ｉ Ｃ カ ー ド ） を 取

得 し て い る こ と 。

② 電子 調 達 シ ス テ ム に よ り が た い 場 合 は 、

証 明 書 等 と と も に 紙 入 札 方 式 参 加 願 を 提 出

す る こ と 。

２ 競 争 参 加 資 格

(1) 入 札 参 加 者 に 要 求 さ れ る 資 格

① 基本 的 要 件

(ｱ) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 70条 及 び 第 71条

の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

(ｲ) 令 和 ４ ・ ５ ・ ６ 年 度 国 土 交 通 省 競 争 参
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加 資 格 （ 全 省 庁 統 一 資 格 ） 「 物 品 の 販

売 」 の Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ 又 は Ｄ 等 級 に 格 付 け さ

れ た 関 東 ・ 甲 信 越 地 域 の 競 争 参 加 資 格 を

有 す る 者 で あ る こ と 。

な お 、 「競争参加者の資格に関する公

示」（令和３年３月 31日付官報）に記載

されている時期及び場所で競争参加資格

の申請を受け付ける。

(ｳ) 会 社 更 生 法 に 基 づ き 更 生 手 続 開 始 の 申

立 て が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法

に 基 づ き 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ

て い る 者 （ 競 争 参 加 資 格 に 関 す る 公 示 に

基づ き (ｲ)の 競争 参加 資 格 を 継 続 す る 為 に

必 要 な 手 続 き を お こ な っ た 者 を 除 く ｡)で

な い こ と 。

(ｴ) 証 明 書 等 の 提 出 期 限 の 日 か ら 開 札 の 時

ま で の 期 間 に 、 関 東 地 方 整 備 局 長 か ら 指

名 停 止 を 受 け て い な い こ と 。

(ｵ) 警 察 当 局 か ら 、 暴 力 団 員 が 実 質 的 に 経
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営 を 支 配 す る 者 又 は こ れ に 準 ず る も の と

し て 、 国 土 交 通 省 公 共 事 業 等 か ら の 排 除

要 請 が あ り 、 当 該 状 態 が 継 続 し て い る 者

で な い こ と 。

(ｶ) 支 出 負 担 行 為 担 当 官 か ら 入 札 説 明 書 の

交 付 を 受 け た 者 で あ る こ と 、 又 は 電 子 調

達 シ ス テ ム よ り ダ ウ ン ロ ー ド し た 者 で あ

る こ と 。

(ｷ) サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ ・ サ プ ラ イ チ ェ

ー ン 上 の リ ス ク が 無 い 納 入 予 定 物 品 で あ

る こ と 。

３ 証 明 書 等 及 び 入 札 書 の 提 出 場 所 等

(1) 電 子 調 達 シ ス テ ム の Ｕ Ｒ Ｌ 、 証 明 書 等 ・ 入

札 書 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 問

い 合 わ せ 先

政 府 電 子 調 達 シ ス テ ム （ Ｇ Ｅ Ｐ Ｓ ） https:

//www.geps.go.jp/

〒 330－ 9724 埼 玉県 さ いた ま 市 中 央 区 新 都 心

２ － １ 関 東 地 方 整 備 局 総 務 部 契 約 課 購 買 第
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一 係 竹 中 優 香

電 話 048－ 601－ 3151 内 線 2537

(2) 入 札 説 明 書 の 交 付 期 間 、 交 付 場 所 及 び 交 付

方 法

① 交付期間 令和４年４月 19日から令和４年

６月 30日までとする。

②交付場所及び交付方法

電子調達システムにより交付する。

ダ ウ ン ロ ー ド 方 法 に つ い て は 、 次 に 記 載 す

る 関 東 地 方 整 備 局 ウ ェ ブ サ イ ト を 参 照 の こ

と 。

https://www.ktr.mlit.go.jp/nyuusatu/in

dex00000050.html

や む を 得 な い 事 由 に よ り 、 上 記 交 付 方 法 に

よ る 入 手 が で き な い 入 札 参 加 希 望 者 は 、 上

記 (1) に 問 い 合 わ せ る こ と 。 受 付 期 間 は 令

和 ４ 年 ４ 月 19日か ら 令 和 ４ 年 ６ 月 29日 ま で

の 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び 休 日 等 （ 行 政 機 関 の

休 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 63年 法 律 第 91号 ）
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第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 行 政 機 関 の 休 日

（ 以 下 「 休 日 」 と い う ｡))を 除 く 毎 日 、 ９ 時

15分か ら 18時 00分 ま で (最 終 日 は 16時 ま で )

と す る 。

(3) 証 明 書 等 の 提 出 期 限 、 提 出 場 所 及 び 提 出 方

法

① 提出 期限

令和 ４年５ 月 30日 13時 00分

② 提出 場所

(ｱ) 電子入札の場合・・電子調達システム

(ｲ) 紙入札方式の場合・・３ (1)に同じ

③ 提出 方法

(ｱ) 電 子 入 札 の 場 合

電 子 調 達 シ ス テ ム に よ り 提 出 す る こ と

(ｲ) 紙 入 札 方 式 の 場 合

持 参 又 は 書 留 郵 便 等 （ 書 留 郵 便 及 び 「 民

間 事 業 者 に よ る 信 書 の 送 達 に 関 す る 法

律 」 （ 平 成 14年 法 律 第 99号 ） 第 ２ 条 第 ６

項 に 規 定 す る 一 般 信 書 便 事 業 者 若 し く は

同 条 第 ９ 項 に 規 定 す る 特 定 信 書 便 事 業 者
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の 提 供 す る 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 信 書 便

の う ち 、 引 き 受 け 及 び 配 達 記 録 を し た 信

書 便 を い う 。 ） に て 提 出 す る こ と 。

た だ し 、 押 印 を 省 略 し た 証 明 書 等 に つ い

て は 、 電 子 メ ー ル に よ る 提 出 を 認 め る 。

な お 、 押 印 を 省 略 す る 場 合 は 、 「 責 任 者

及 び 担 当 者 」 の 氏 名 及 び 連 絡 先 を 証 明 書

等 に 必 ず 記 載 し 、 送 信 後 、 提 出 期 限 内 に

電 話 で 着 信 確 認 を 実 施 す る こ と 。

(4) 入 札 書 の 提 出 期 限 、 提 出 場 所 及 び 提 出 方 法

① 提出 期限

令和 ４年６ 月 29日 16時 00分

② 提出 場所

(ｱ) 電子入札の場合・・電子調達システム

(ｲ) 紙入札方式の場合・・３ (1)に同じ

③ 提出 方法

(ｱ) 電 子入札 の場合 ・・ ３ (3)③ (ｱ)に同じ

(ｲ) 紙 入札方 式の場 合・ ３ (3)③ (ｲ)に同じ

※ 押 印 を 省 略 し た 入 札 書 で あ っ て も 電 子 メ ー
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ル に よ る 提 出 は 認 め な い

(5) 開 札 の 日 時 及 び 場 所

令 和 ４ 年 ６ 月 30日 11時 00分

さ い た ま 新 都 心 合 同 庁 舎 ２ 号 館

国 土 交 通 省 関 東 地 方 整 備 局 入 札 室

４ そ の 他

(1) 契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。

(2) 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 免 除 。

(3) 入 札 者 に 要 求 さ れ る 事 項

① 電子 調 達 シ ス テ ム に よ り 参 加 を 希 望 す る

者 は 、 証 明 書 等 を ３ (3)① の 提 出 期 限 ま で に 、

３ (1)に 示 す Ｕ Ｒ Ｌ に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。

② 紙入 札 方 式 に よ り 参 加 を 希 望 す る 者 は 、

必 要 な 証 明 書 等 を ３ (3)① の 提 出 期 限 ま で に 、

３ (1)に 示 す 場 所 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

③ 開札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 支 出 負 担

行 為 担 当 官 か ら 証 明 書 等 の 内 容 に 関 す る 照
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会 が あ っ た 場 合 に は 、 説 明 し な け れ ば な ら

な い 。

(4) 入 札 の 無 効 本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格

を 有 し な い 者 の し た 入 札 、 証 明 書 等 に 虚 偽 の

記 載 を し た 者 の し た 入 札 、 入 札 に 関 す る 条 件

に 違 反 し た 入 札 、 記 名 を 欠 く 入 札 （ 押 印 を 省

略 す る 場 合 、 「 本 件 責 任 者 及 び 担 当 者 」 の 氏

名 ・ 連 絡 先 の 記 載 が な い 入 札 ） は 無 効 と す る ｡

(入 札 説 明 書 、 関 東 地 方 整 備 局 競 争 契 約 入 札 心

得 、 関 東 地 方 整 備 局 随 意 契 約 見 積 心 得 、 一 般

競 争 入 札 （ 電 子 調 達 シ ス テ ム ） に 際 し て の 注

意 事 項 参 照 ）

(5) 契 約 書 の 作 成 の 要 否 要 。

(6) 落 札 者 の 決 定 方 法 予算 決 算 及 び 会 計 令 第

79条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の

制 限 の 範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札

を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。

(7) 手 続 き に お け る 交 渉 の 有 無 無 。

(8) 詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。

５ Summary
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(1) Official in charge of disbursement of

the procuring entity : WAKABAYASHI Nobu-

yuki Director-General of Kanto Regional

Development Bureau

(2) Classification of the products to be

procured : 19

(3) Nature and quantity of the products to

be purchased : Unmanned Aerial Vehicle

47set

(4) Delivery period : 30 November, 2022

(5) Delivery place : as in the tender doc-

umentation.

(6) acquire the electric certificate in c-

ase of using the Electric Bidding system

https://www.geps.go.jp/

(7) Qualification for participating in the

tendering procedures : Suppliers eligib-

le for participating in the proposed te-

nder are those who shall :
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① not come under Article 70 and 71 of

the Cabinet Order concerning the Budg-

et, Auditing and Accounting.

② have Grade A,B,C or D on "selling of

products" in Kanto Koushinetsu Area in

terms of qualification for participat-

ing in tenders by Ministry of Land,

Infrastructure, Transport and Tourism

(Single qualification for every minis-

try and agency) in the fiscal year 202

2/2023/2024

③ not be under suspension of nomination

by Director-General of Kanto Regional

Development Bureau from Time-limit for

the submission of application forms

and relevant documents for qualificat-

ion to Bid Opening.

④ not be the Building constructor that

a gangster influences management subs-

tantially or the person who has exclu-
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sion request from Ministry of Land,

Infrastructure, Transport and Tourism

is continuing state concerned.

⑤ The person who obtained a bid manual

from the person of ordering directly.

⑥ The goods to be procured must be wit-

hout CyberSecurity and Supply Chain r-

isks.

(8) Time-limit for the submission of appl-

ication forms and relevant documents for

qualification : 13:00 30 May, 2022

(9) Time-limit for tender : 16:00 29 June,

2022

(10) Contact point for the notice : TAKEN-

AKA Yuka No.1 Purchase Section, Contrac-

t Division, General Affairs Department,

Kanto Regional Development Bureau, Mini-

stry of Land, Infrastructure, Transport

and Tourism, 2-1 Shintoshin Chuo-Ku, Sa-



- 14 -

itama-Shi, Saitama-Ken, 330-9724 Japan,

TEL 048-601-3151 ex.2537


